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○美波町議会議員政治倫理条例 

平成２３年６月２７日 

条例第１６号 

改正 平成２６年９月２２日条例第２０号 

（目的） 

第１条 この条例は、美波町議会議員（以下「議員」という。）が、町政に対

する町民の厳粛な信託に応えるための、公平不偏の立場を基本姿勢に政治倫

理に徹した議員活動に取り組むことを目的とする。 

（議員の責務） 

第２条 議員は、町民の全体の代表者として責任の重さを自覚するとともに、

信頼される行動をし、地方自治体の本旨に従い、その使命達成に努めなけれ

ばならない。 

２ 政治倫理に反する事実があるとの疑惑を指摘された場合は、議員自らの潔

い態度をもって疑惑を解明し、その責任を明らかにしなければならない。 

（政治倫理基準） 

第３条 議員は、次に掲げる政治倫理基準（以下「倫理基準」という。）を遵

守しなければならない。 

(１) 町の名誉を傷つけるような行為をしないこと。 

(２) 町民全体の代表者として、その品位と名誉を損なうような一切の行為

を慎みその職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこ

と。 

(３) 町が行う工事等の請負契約、当該請負契約の下請契約、業務委託契約

又は物品購入契約に関し、特定の業者を紹介する等の関与をしないこと。 

(４) 地方自治法第９２条の２（議員の兼業禁止）の趣旨を遵守し、議員、

その配偶者若しくは２親等以内、同居の親族又は議員が役員をしている企

業及び議員がその業務について実質的な支配力を及ぼしている企業は、町

との請負契約、物品の納入及び業務の委託に係る契約をしないこと。ただ
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し、特別の事由（災害、人命に関わる緊急を要するもの）がある場合はこ

の限りでない。 

(５) 町職員の公正な職務を妨げ、その権限若しくはその地位による影響力

を不正に行使するよう働きかけないこと。 

(６) 町職員（臨時職員及び非常勤職員を含む）の採用、昇格又は異動に関

して、推薦又は紹介をしないこと。 

(７) 政治活動に関し、企業及び団体（政党及び政治団体を除く。）等から

寄付等を受けないものとし、その後援団体についても政治的又は道義的批

判を受けるおそれのある寄付等を受けないこと。 

２ 第４号に規定する「実質的な支配力を及ぼしている企業」とは、次の各号

のいずれかに該当する企業をいう。 

(１) 議員がその経営方針に関与している企業。 

(２) 議員が資本金その他これに準ずるものの５分の１以上を出資している

企業。 

(３) 議員が定期的に報酬（顧問料等その名目を問わない。）を受領してい

る企業。 

（審査の請求） 

第４条 議員は、第３条の規定に違反していると疑われる議員があるときは、

地方自治法第１８条に定める選挙権を有するものにあってはその総数の１０

０分の１以上の者の署名をもって、議員にあっては２名以上の連署をもっ

て、その代表者が当該議員についての倫理基準違反の疑いがある事を証する

書面を添えて、議長に対し審査の請求をすることができる。 

（政治倫理審査会の設置） 

第５条 議長は、前条に規定する審査請求を受けたときは、これを審査するた

め議会に美波町議会議員政治倫理審査会（以下「審査会」という。）を請求

を受けた日から３０日以内に設置し、審査会は請求を受けた日から起算して

９０日以内にその審査結果を議長に文書で回答しなければならない。 
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２ 審査会の委員は７人とし、議員の中から議長が指名する。 

３ 審査会の委員は、審査会が審査請求に対する審査結果を議長に報告したと

きをもって解任されるものとする。 

４ 審査会の委員は、公平かつ適切に職務を遂行するとともに業務上知り得た

秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

５ 審査会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、出席委員３分

の２以上の合意により非公開とすることができる。 

６ 議長が審査対象議員となった場合は、副議長が議長の代行としてその職に

当たる。 

（政治倫理基準違反の審査） 

第６条 審査会は、議長から審査を付託されたときは、審査請求の適否及び倫

理基準違反の在否について審査する。 

２ 審査会は、審査を行うため、規定に違反していると疑われる議員、その他

の関係者に対し資料の請求、及び事情聴取等、必要な調査を行うことができ

る。 

（議員の協力義務） 

第７条 審査請求の対象となった議員は、審査会の要求があるときは、審査に

必要な書類を提出し、又は審査会の会議に出席して意見を述べなければなら

ない。 

（審査会の報告） 

第８条 審査会は、審査を終えたときは、議長に審査結果報告を提出するもの

とする。 

２ 議長は、前項の審査結果報告書が提出されたときは、その審査結果を第４

条の代表者及び審査請求の対象者となった議員に、その概要を添えて通知す

るとともに公表しなければならない。 

（審査結果の措置） 

第９条 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反
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していると認められる議員に対して、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼

を回復するため、議会に諮り次に掲げる措置をとることができる。 

(１) 倫理基準を遵守させるための警告 

(２) 当該議員に対する辞職の勧告 

(３) その他議長が必要と認める措置 

（委任） 

第１０条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成２３年７月１日から施行する。 

附 則（平成２６年９月２２日条例第２０号） 

（施行期日） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


